
 

２０２３年３月３日〈金〉第１例会  第２９４１回 

例会場：益田商工会議所２階会議室  事務局 TEL23-3392 FAX23-4069 

◎開会の言葉              １２：３０                矢冨幹事 

◎開会点鐘                                   田上会長 

◎国歌（君が代）・ロータリーソング〈奉仕の理想〉斉唱〉 

◎４つのテスト・唱和                            廣兼直前会長 

◎ゲストスピーカー＆ビジター紹介                        田上会長 

   本日は小田川会員のイニシェーションスピーチのため，ゲストスピーカーはありません。 

◎３月慶祝報告 

    ご結婚祝：永瀬会員，小田川会員 

◎食事案内《 すし正 》                           安野ＳＡＡ 

◎会長挨拶                                   田上会長 

◎スマイル報告                                安野ＳＡＡ 

◎幹事報告                                   矢冨幹事 

１．事務局の串﨑さんが 2月 28日付で退職されました。 

２．３月のロータリーレートは＄１＝￥136です。 

３．３月４日，５日，ホテル一畑で会長エレクト研修セミナーが開催されます。田原会長エレ

クトが出席されます。 

４．次週予告：次週３月 10日は田原会員によるＰＥＴＳ報告の予定です。その他田上より関連

事項の補足説明をします。なお，3 月 10 日に理事会を行いますので，理事の方はご出席下さ

い。 

５．配布物：ロータリーの友（紙媒体で申込みの方）をお持ち帰り下さい。地区大会報告書，

地区大会参加者の方はお持ち帰り下さい。また，タイムスケジュールを更新しましたので，

お持ち帰り下さい。なお，ガバナー月信は次週３月 10日ころになる予定です。 

６．３月 12日，ホテル一畑にて第３・第４・第５グループ合同インターシティミーティング

（ＩＭ）が開催されます。集合場所は合庁，集合時刻は８時 30分の予定です。 

７．次々週３月 17日は会員スピーチとしてＩＭ出席者によるＩＭ報告を行います。出席者の方

は覚悟を決めて下さい。 

８．2023 年 4 月 16 日開催地区研修・協議会の案内が来ています。また，出席者に対してアンケー

トが来ています。これらは会員専用ページの「活動・例会（予定表兼実績表）２０２２－２０２

３年度 4 月 16 日」からダウンロードできるようにしています。出席予定者の方（田原会長エレ

クトから指名された方）は，アンケートを作成し，田上会長までご提出下さい。出欠・アンケー

ト返信・登録料振込の締切は 3 月 15 日です。 

９．江津ロータリークラブの時期和原ガバナー補佐より，2023 年 9 月 8 日に益田ロータリークラブ

を訪問する予定である旨の連絡がありました。現時点において石倉ガバナー公式訪問例会は 9 月

22 日となる予定のようですので，9 月 22 日は休日（秋分の日）を含みますが，休会としないこと

になると思います。日程は確認の上連絡致します。 

10．トルコ・シリア大地震について，募金要請が来ています。こちらは回覧致します。 



11．1 月，2 月の理事会議事録を会員専用ページにアップしました。 

12．その他 

◎出席報告                             クラブ管理運営委員会 

会員数 出 席 欠 席 長 欠 ＨＣ出席率  Ｍ Ｕ 

１９名 １２名 ７名 ０名 ６３．１５％  ８名 

◎会員スピーチ                                小田川会員 

イニシェーションスピーチ 

◎閉会点鐘               １３：３０              村木副会長 

ＭＵ  ２/24（商工会議所屋上階段スチール棚搬送） 田上会員，矢冨会員，佐々井美穂会員，安

野会員，田原会員，佐々井智惠子会員，青木会員，市原会員 

創立Ｓ３６年 1 月２４日 THE ROTARYCLUB OF MASUDA 承認Ｓ３６年３月１６日 

会長 田上尚志 副会長（代行）村木 繁 幹事(代行) 矢冨邦久 副幹事 佐々井美穂 SAA 安野光雄 

 

 

欠席届出の方法について 

 以下のとおりとしたいと思います。 

 

 ① 予め例会に欠席することが分かっている場合には，火曜日までに事務局に連絡する。出席の場

合は連絡を要しないものとする（出席連絡をしても構わない。）。 

 ② 連絡方法は会員の多くが見られるＬＩＮＥグループを推奨するが，ＬＩＮＥグループへの参加

は自由であるし，ＬＩＮＥを好まない会員もいるので，連絡方法はＦＡＸ，電子メール，電話な

ど，特に制限は設けないこととする。但し，業務委託が決定するまでＦＡＸ，電子メールは田上

（法律事務所まで，メールアドレスは：tdfug7@ybb.ne.jpです。） 

 ③ 事務局は，水曜日の最初の仕事として，例会欠席予定者をＬＩＮＥグループで発表し，会員に

確認を求める。但し，ＬＩＮＥグループ不参加者に対してはショートメール，電子メール，ＦＡ

Ｘ，電話など適宜の方法を用いる。 

④ 急用で欠席することもあるので，欠席する場合には火曜日を過ぎていても連絡する。火曜日ま

での連絡を失念していた場合も同様とする。 

mailto:tdfug7@ybb.ne.jp

